
（様式第２号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 
                                                      令和８年７月３日  

 
 

業 務 名      令和８年度ＳＮＳ広告等を活用したインバウンド向け情報発信業務 

質 
 
問 
 
事 
 
項 

 
①香港向けのInstagramアカウント（公式アカウント）は現在運用されていますで
しょうか。 
 
②仕様書６（１）ア「・配信に当たってアカウントが必要な場合には、受託者が作
成するものとする。」に関して 
既存のFacebookページにて受託者へ広告配信権限を付与いただき、広告運用をさせ
ていただくことは可能でしょうか？ 
 
③広告バナー制作用に昨年度作成された多言語観光PR動画をデータ納品いただき
再編集をすることは可能でしょうか？ 

回 
 
 
 
答 

 
１ 香港向けのInstagramアカウント（公式アカウント）は現在運用しておりませ
ん。（参考）香港向けSNS：Facebook、Threads 

 
２ 必要に応じて既存のFacebookページの広告配信権限を受託者へ付与し、広告運
用していただくことは可能です。 

 
３ 広告バナーを制作していただくにあたり、昨年度制作した多言語観光PR動画の
データを納品し、再編集していただくことは可能です。 

 


